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1．組織の概要 
1-(1) 事業所名及び代表者氏名 
 事業所名 ：株式会社 ワイエスケー茨城 
 代表者氏名：吉澤 達也 

 
 1-(2)  所在地 茨城県水戸市吉沼町 834-1 

 
 1-(3) 環境管理責任者氏名 

      環境管理責任者  笠原 秀之 
 
   1-(4) 連絡先 
      TEL    029-224-6171 
            FAX    029-224-6204 
            E-mail  ysk-iba@rapid.ocn.ne.jp 
 
 

1-(5)  事業内容 
  特装車ボディー作製・修理及び販売 
  各種産業機器製造及び卸し販売 
 

1-(6)  適用規模 
      売上高 8.3 億 
      社員数 27 人 
      床面積 1713 ㎡  
 
 2．対象範囲 
   全社、全組織を活動対象(下図)とし、2021 年 7 月から 2022 年 6 月までの 12 ヶ月の記録を

基にこのレポートをまとめました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

代表取締役社長 環境経営最高責任者 
吉澤 達也 

特殊車輛事業部門 
推進責任者 
工場長 

笠原 秀之 

製造部 

産業機器事業部門 

推進責任者 
 片岡 健一 

製造Ｇ 営業Ｇ 設計Ｇ 

作業担当者 
片岡 健一 

環境管理委員会 

責任者 
笠原 秀之 

環境管理責任者 
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3．環境経営方針 

 
 



4．環境経営目標 
5．環境経営計画 
6．環境経営計画に基づき実施した取組内容 
  環境経営目標兼環境経営計画兼環境経営実績表を添付します。 
二酸化炭素排出係数を 0.411 [Kg‐CO2/kWh](2019 年度)とする。 
日本テクノ株式会社の経済産業省および環境省への報告に基づく。再生可能エネルギーの固定価格買取制度に伴う調整や京都メカニズムクレジットの反映、調整後排出係数。 
 

確認 承認

YSK 茨城 2023.02.25

来年度
目標

中長期計画

№ 環境経営実績・詳細 実績・単位 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 実績合計 実施状況 22年度 25年度

購入電力  ㎏－ＣＯ２ 1582 1766 1164 1212 1300 1810 1935 1942 1870 1285 1029 1383 18277

太陽光発電量 ｋWh 2607 3339 2096 2616 2056 1939 2252 2314 2617 2965 2811 2830 30442

ガソリン  ㎏－ＣＯ２ 824 483 568 450 726 862 745 754 560 473 284 660 7390

軽油  ㎏－ＣＯ２ 1407 1120 1850 1564 1740 1918 1374 1448 1296 1317 1365 2417 18816

灯油  ㎏－ＣＯ２ 0 0 0 299 0 45 90 314 0 0 0 0 747

総排出量  ㎏－ＣＯ２ 3812 3369 3583 3525 3767 4634 4145 4457 3727 3075 2677 4460 45230

一般廃棄物 　㎏ 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 1968

産業廃棄物 　㎏ 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 0 360

総排出量 　㎏ 164 164 164 164 164 164 164 524 164 164 164 164 2328

3 上水道 　㎥ 15.0 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 16.0 14.5 14.5 16.5 16.5 14.0 188.0 良好 維持管理・数値把握 維持管理・数値把握

4  架装車両のLED灯購入数 個 31 29 15 11 63 29 14 49 8 24 18 14 305 良好 維持管理・数値把握 維持管理・数値把握

トルエン 　㎏ 58.1 19.1 15.6 45.4 57.6 56.8 27.1 55.9 97.5 46.6 41.7 52.5 573.9

キシレン 　㎏ 5.7 9.9 2.6 8.6 12.3 6.7 5.1 3.3 9.7 8.8 9.8 8.1 90.6

エチルベンゼン 　㎏ 4.7 9.1 2.3 7.9 11.2 6.0 4.5 2.9 8.7 8.0 8.9 7.3 81.5

1・3・5トリメチルベンゼン 　㎏ 1.1 1.3 0.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.5 0.8 5.4

その他 　㎏ 9.8 4.8 0.5 1.4 7.9 6.3 0.3 6.1 0.7 9.4 5.6 8.9 61.7

総使用量 　㎏ 79 44 21 64 89 76 37 68 117 74 67 78 813.1

6 環境教育 日時 7月14日 9月15日 11月10日 1月11日 3月8日 5月10日

奇数月　第２週 人数 20人 20人 20人 20人 20人 20人

7 環境美化 日時 8月10日 10月12日 12月7日 2月8日 4月12日 6月14日

偶数月　第２週 人数 20人 20人 20人 20人 20人 20人

8 環境上の緊急事態想定の訓練 .

年１回実施 　 13人
実施予定 年１回 年１回

実施済 奇数月　第２週 奇数月　第２週

実施済 偶数月　第２週 偶数月　第２週

5 良好 維持管理・数値把握 維持管理・数値把握

維持管理・数値把握

2 良好 維持管理・数値把握 維持管理・数値把握

2021年度　環境経営目標兼環境経営計画兼環境経営実績表　（2021(R3)年7月～2022(R4)年6月）

1 良好 維持管理・数値把握

笠原 吉澤
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7．環境経営目標及び環境経営計画 
 
7-1 環境経営目標及び環境経営計画の実績・取組結果と評価 
・二酸化炭素排出量 
 目標：維持管理・数値把握 
 実績：45.2[t-CO2/年] 
 前年度実績が 51.4[t-CO2/年]なので対前年度比 88％で 6.2[t-CO2/年]減少である。内訳として、

対前年度比で購入電力が 96％、ガソリンが 124％、軽油が 73％。購入電力が減少しているのは、

受注量の減少によると考えられる。またガソリン車である軽自動車の使用が増えたためと考えら

れる。軽油使用量の減少は、納品減による営業活動の影響によると考えられる。 
次年度以降の取り組みとして、現状維持の継続で十分であると考えている。 
 
本年度の太陽光発電事業は 30.4[MWｈ/年]となり、前年度実績 29.2[MWｈ]より対前年度比

104％で微増である。今後も発電施設の維持管理を適切に行い、年間を通して安定した発電量を

維持したい。 
 
・廃棄物等排出量 

目標：維持管理・数値把握 
実績：一般廃棄物総排出量 2.0[ｔ]、産業廃棄物総排出量 0.3[ｔ] 

 前年度の一般廃棄物排出量は 2.0[ｔ]で同値、産業廃棄物排出量については 3.0[ｔ]で対前年度比

10％の大幅減となっている。 
 産業廃棄物の内容としては、特装車ボディーの作製・修理に及び産業用機器の製造・修理・改造

に関わる廃棄品であるから、前年に引き続き単純に規模の大きなの修理・交換作業の件数が減っ

たことと分別の細分化の効果と判断している。また、回収車の容量に廃棄量が満たない為、運搬・

処分の依頼をしなかった。 
中長期的な削減を計画するには難しい内容であり、次年度以降も取組としては維持管理・数値把

握とする。修理に伴う交換及び廃棄業務を無くしてしまうことは、そのまま受注機会の損失に直

結すると考えている。 
 
今年度実績中、鉄・SUS・アルミ・銅の物質使用量の割合は、鉄 22.1[ｔ]：42％・SUS11.5 
[ｔ]：22％・アルミ 3.4[ｔ]：6％で 3 種合計 37[ｔ]：70％の使用量に対して、循環資源としての

鉄・SUS・アルミ・銅の合計は 6.2ｔ：9％である。 
鉄・SUS・アルミ・銅の４種の材料の新規購入量は、毎年全社の 7 割超に上り、他の材料の購入

量とはケタが違っている。今後も車両の改造による新規製作・取付では材料取りの歩留まりを上

げ、修理・交換による製作では歩留まりの件はもちろん回収廃棄品の分別を徹底する。 
循環資源の回収率については今まで通り数値目標は立てず、維持管理・数値把握とする。 
 

・総排水量 
 目標値：節水、維持管理。 

本年度実績 188[ｍ3]/月、前年度実績 209[ｍ3]/月、対前年度比 89％。 
11%の減である。従業員３人の退社の影響かと思われる。(トイレの使用減) 

 
・グリーン購入について 
  車両架装時に交換するランプを白熱灯からＬＥＤ灯に切り替えることをお客様に推奨し、今年

度で 5 年目である。用途の違いや大小の違いはあるが、入庫数をカウントしている。 
 今年度の切替実績数は 305 個であり、昨年度の 323 個より 18 個(5.6％)減である。 
割高でも LED 灯を購入することは、長寿命で経済的、デザインや高機能性について広く認知さ

れたからだと思われる。 
 今後も数値把握を継続する。 
  
 5 
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・化学物質の管理について 
 化学物質使用量は本年度実績 5 種合計で 813.1[Kg]/年、前年度実績５種合計で 854[Kg]/年、対前

年度比 40.9[Kg]/年減：95％になっている。受注量減の影響と思われる。 
 化学物質の使用量は塗装作業の塗料の量で決定されるので、本年度以降も維持管理・数値把握と

する。 
 
・環境教育は、基本的に奇数月の第 2 火曜日に午後 1 時頃から約 10～15 分程度。(隔月 1 回) 
美化運動について、基本的に遇数月の第 2 火曜日に午後 1 時頃から約 30 分程度。(隔月 1 回) 
上記を予定し、実施したが日時は現場の状況を確認しながら前後することもある。今後も継続す

る。 
 
・木屑を冬季の暖房用燃料として確保し活用するため、資材置場に木屑保管用のコンテナを置いて

いる。状態の良くない木片は木製パレットと一緒に産廃として処分する。木屑のコンテナ置き場

も廃プラのコンテナ置き場も地面をコンクリート化する予定なので、準備作業としてスペース上

の配置物を最小限にしている。 
  
・木屑の燃え殻は少量のため従来通り農業用資材として譲渡を継続することにする。 
 
・環境への取組の自己チェックについて、16 年度から評価しないことを宣言しているが、今後も

継続し本年度も評価しないことにする。 
 
・自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する項目 

設計・仕様についてはお客様の要望に沿って製作することが最優先としつつ、『省資源の製品設

計、リサイクルしやすい設計』に配慮する。 
 
7-2 次年度の環境経営目標及び環境経営計画 
・二酸化炭素排出量：維持管理項目とし数値把握する。 
・廃棄物等排出量：維持管理項目とし数値把握する。 
・総排水量：数値目標を立てず節水しこれまで通り維持管理をする。 
・環境への取組の自己チェックは変更内容がほとんど無いので今後も行なわない。 
・グリーン購入について 
 今年度以降も車両架装時に白熱灯からＬＥＤ灯に切り替えることをお客様に推奨し、 
 実際の切替数をカウントすることを継続する。 
 取扱品目のほとんどが Rohs 対応品やエコ対応品になり、総数管理は業務の悪化を招く恐れがあ

るため今後も行わない。 
・環境関連法規の個別確認は行わず、納入業者等の外部からの指導・指摘を受けた時点で確認する。 
・環境教育・美化運動について、それぞれ交互に隔月で行う。 
・木屑を冬季の暖房用燃料として確保し活用する。 
・産業廃棄物のマニフェスト伝票の戻り日期限管理について対応する。 
・緊急事態訓練 
 
 
8. 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、訴訟等の有無 
適用される環境関連法規及びその要求事項の遵守状況評価を以下に示す。 
近隣住民からの苦情はありません。 
法律違反及び訴訟、関連行政機関の指導はありません。 
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確認 承認

環境関連法規及びその要求事項の遵守状況評価

○印は遵守状況確認済み　　　YSK茨城　2023.04.27

環境関連法規
対象内容

及び
遵守事項

1/3 判定

○
○

報告済み
○

○

届出済

漏えい
漏出事故無

○
○

○
○

○
○

自動車リサイクル法

廃棄自動車

引取業者の確認
廃棄部品のリサイクル

確認年月日　2023.03.25

高圧ガス保安法

溶接作業用高圧ガス

容器は屋根の下、直射日光を避けて保管。転倒防止。
火気厳禁。消火器の備付。

確認年月日　2023.03.25

水質汚濁防止法

・油を含む排水の適正処理
・有害物質を含む塗料を使用しているが、有害物資そのものの使用貯蔵
保管ではないので有害物質貯蔵指定施設、有害物質使用特定施設のどち
らにも該当しない。届出の義務無し
・車両洗浄設備があるため
排水特定施設設置届出の必要有(届出済)

保管所から事故等で排出された油の処理義務
油水分離槽から油が大量に（流路の底が見えなくなる程度）漏れ出した
場合、水戸市環境課に連絡する。
水戸市から下流域の土地改良区に連絡する。
現場での洗浄作業を最優先。
市県に流出事故の届出の義務あり

確認年月日　2023.03.25

浄化槽法

浄化槽の維持管理

年三回の保守点検清掃及び年1回の水質検査を行う。
結果は３年間保管
新社屋は賃貸契約。管理維持は借主が行う。

確認年月日　2023.03.25

○
(県)騒音規制値
昼70db、夜55db、朝夕65db

確認年月日 2023.03.25

振動規制法

車輛整備及び製造に伴う振動

○
(県)振動規制値
昼70db、夜60db

確認年月日 2023.03.25

廃棄物処理法

一般廃棄物、産業廃棄物、廃油、汚泥、金属くず

処理業者との委託契約・契約書の保管
マニフェスト作成・保管
産業廃棄物管理票交付等状況報告
廃棄物保管庫に標識の掲示

確認年月日　2023.04.27

騒音規制法

車輛整備及び製造に伴う騒音

笠原 吉澤
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○印は遵守状況確認済み　　　YSK茨城　2023.04.27

環境関連法規
対象内容

及び
遵守事項

2/3 判定

○
届出義務無

○

○
許可有

選任済み
○

○

登録済
設置済

○
○
○
○

確認済

○
廃棄有

(証明書有)
○
○

○東京電力エナジーパートナー株式会社と契約済

確認年月日　2023.03.25

水銀汚染防止法

水銀を使用している製品(蛍光灯等)の使用及び処分の制限

○

水銀含有の蛍光灯を順次LED蛍光灯に切替
　次回交換時は未定

確認年月日　2023.03.25

フロン排出抑制法

業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器の適切な管理
業務用エアコン・コンプレッサードライヤ・スポットクーラー等の
フロンを用いた業務用機器の簡易点検、及び簡易点検履歴の保管

機器の適切な場所への設置及び点検の実施
機器廃棄時などのフロン類回収の徹底
3ヶ月に1度の目視による簡易点検
当該機器を廃棄するまで、簡易点検の履歴を保管

確認年月日　2023.04.27

再生エネ特措法

再生エネルギー電気(太陽光発電)の供給者は
電気事業者と契約を結ぶ

悪臭防止法

塗料に含まれるトルエンやキシレン等の特定悪臭物質

車両用塗装工場は悪臭特定施設には該当しない。
当事業所の住所は市街化調整区域なので法的規制のない区域である。
周辺順民からの『臭い』という苦情が無いように配慮する

確認年月日　2023.03.25

毒劇物取締法

法律で定められた毒劇物の管理

毒物劇物一般販売業登録
毒物劇物取扱責任者設置
盗難・紛失を防ぐ専用設備。『医薬用外毒物』の表示。鍵の管理。
建物は毒物・劇物の飛散、漏れ、流れ出、しみ出しを防ぐ。
譲渡の手続き：毒物、劇物の名称及び数量、販売、または授与の年月日
　譲渡人の氏名、職業、住所の記録（譲受書）を５年間保存
3カ月に一度、譲受書の確認

確認年月日　2023.04.27

ＰＲＴＲ法

化学物質の適正管理・使用

PRTR規制物質の使用量の把握
特定物質の年間使用量が一定量を超えると届出義務有
　（1ｔ未満につき届け出義務無）
ＳＤＳの収集保管

確認年月日　2023.03.25

消防法

危険物の管理・保管
消火器の管理

・消火器の設置
2019.1　危険物貯蔵所設置
・危険物の保管量：　1石：672L　2石：584L　アルコール：324L
　　　　　　　　　　3石：440L　4石：110L　貯蔵最大数量：4.99倍
・危険物保安監督者の選任届出義務有
・貯蔵所の適切な使用

確認年月日　2023.03.25
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○印は遵守状況確認済み　　　YSK茨城　2023.04.27

環境関連法規
対象内容

及び
遵守事項

3/3 判定

○

○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

○

○

○
○

○
○
○

確認年月日　2023.03.25

労働安全衛生法
有機溶剤中毒予防規則
特定化学物質障害予防

規則

有機溶剤を使用する労働環境の整備
有機溶剤業務に従事する従業員の健康診断
局所排気装置設置等特例許可の取得
工作機械の定期自主検査

エチルベンゼンが規制対象の特定化学物質に指定。
塗装業務を行う専従者は有機溶剤健康診断(エチルベンゼン込)を６ヶ月
ごとに受診する
１回目：全従業員　毎年5月　通常健康診断(塗装専従者２名のみ有機溶
剤健康診断)
２回目：塗装作業専従者のみ 有機溶剤健康診断 11月
健康診断の結果を保存、労働者に通知
健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署に提出
特定化学物質健康診断個人票の保存：30年間
・作業の記録と保存
・常時従事する労働者について、1ヶ月ごとに氏名、作業の概要と
　従事期間等を記録　30年間保存
・作業場に取扱上の注意事項の掲示
・有規則に基づく掲示

局所排気装置設置等特例許可の取得　2022.12.14 (更新2回目)
６カ月以内ごとに１回、定期に作業環境測定を行い、記録を30年間保存
作業主任者：選任済

プレスブレーキについて、1年以内ごとに1回、定期に特定自主点検
　新型機 APM-16025(相澤鐵工所)
シャーについて、1年以内ごとに1回、定期に特定自主点検
　新型機 AST-631(相澤鐵工所)
フォークリフトについて、1年以内ごとに1回、定期に特定自主点検
天井クレーンについて、1年以内ごとに1回、定期に特定自主点検
　(つり上げ荷重0.5トン以上3トン未満)

確認年月日　2023.03.25

オフロード法

特殊車両のメーカーに対する規制　(フォークリフト2台が規制対象)
・規制適用日以降に製造された新車に対する排ガス規制
・適正燃料の使用
・点検整備
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9．代表者による全体評価と見直しの結果  
                                  2023.04.28 
代表者：吉澤 達也 
 
9.1 2021 年 7 月から 2022 年 6 月の取組状況の評価 
代表者による全体の評価と見直し。 
 
9.1.1 エネルギー使用量について 
最適な営業活動により、二酸化炭素の排出を最小限にする。 
  
9.1.2 主な活動結果について 
１.二酸化炭素排出量の削減 
今後も使用量・排出量を数値把握し、使用量が最小限になるように維持管理に心がける。 
 
２.廃棄物の低減 
通常業務での廃棄物発生重量は毎年ほぼ同じであり、業務内容の変更見込が無いことから、

来年度以降も維持管理・数値把握とする。 
 
鉄・SUS・アルミ材の購入材重量及び循環資源の分別・管理を今後も徹底する。一つ一つ

の受注案件に真摯に向き合うことが結果的に使用量の管理と循環資源材の確保及び廃棄物

の低減につながると考え、業務に反映させる。 
 
木屑は今後も冬季の暖房用燃料として活用する予定である。 
将来的に、木屑のコンテナ置き場も廃プラのコンテナ置き場も、地面をコンクリート化す

る予定。 
 
３.総排水量の低減 
これまで通り節水に努め維持管理とし、業務としての洗車は今後も外注委託とする。 
 
４.グリーン購入、自社の生産・販売・提供する製品及びサービスに関する項目 
 車両架装時に交換するランプを白熱灯から LED 灯に切り替えることをお客様に推奨し、

今後も LED 灯の購入数を把握する。 
商社部門で販売している商品の総数管理は、今まで通り今後も行なわない。 
 
5. 自らが生産・販売・提供する製品及びサービスに関する項目 
設計・仕様についてはお客様の要望に沿って製作することが最優先としつつ、『省資源の製

品設計、リサイクルしやすい設計』に配慮する。 
 
６.化学物質（塗料等） 
化学物質の使用量は塗装作業で用いられる塗料の使用量で決定される。   
今後も購入量・使用量を維持管理・数値把握する。 
塗装作業専従者の健康診断内容を有機溶剤権診断とし一般従業員と区別し、受診回数を 6
ヶ月に１度(年２回)とし、塗装作業専従者のみ 11 月頃に２回目を実施する。 
半年に１度、作業環境の測定を実施。 
局所排気装置設置等特例許可を申請・取得済み。今後も２ブースでの局所排気装置設置等

特例許可を申請予定。(２年毎) 
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換気扇の内側にフィルタを取り付け、こまめに交換する。また換気扇の外側にはダクトを

取付け済みなので、有機溶剤の噴霧を近所に拡散すること無く地上付近に集約している。 
 
７. 環境教育 
基本的に奇数月の第 2 火曜日に午後 1 時頃から約 10～15 分程度行う。(隔月 1 回) 
ラベルやステッカー等の表示により環境活動を周知させている。 
 
８. 環境美化 
美化運動について、基本的に遇数月の第 2 火曜日に午後 1 時頃から約 30 分程度行う。(隔
月 1 回) 
 
９.緊急事態訓練(次回案) 
消火訓練 
 
１０.環境への取組の自己チェック 
18 年度より活動結果の対象から除外 
 
9.2  次年度に対する取組の見直し 
環境活動への取組の報告を受け、今後も継続して以下の取組内容を強化する。 
 
１．必要な法令に関して理解を深め、現場での具体的な変更内容を文章化し法令遵守に努

める。『環境委員会からのお願い』というファイルを作成し、具体的にどのように対処する

か等の是正内容を簡単にまとめ回覧することで、社内での情報共有につとめる。 
 
２．化学物質である塗料の取扱量は今後も調色済み品を優先購入し、それ以外も最小単位

で購入し使い切るようにする。 
 
３．分別廃棄を習慣化することで従業員の意識改革を継続し、整理整頓（５Ｓ）を継続展

開する。 
 
４．常に節水、節電及び省資源を心がけ、廃棄物は更なる分別を心がけ、廃棄物の低減及

び総排水量の低減については、低減の目標値は定めずこれまでどおりに維持管理する。 
 
５．自社製品の設計～製作には省資源を念頭に置き、更にリサイクルしやすい設計を推進

する。 
 
６．化学物質とそれらの廃棄物マニフェストの管理徹底。 
 
７．二酸化炭素排出量の削減、廃棄物の低減については、今後も維持管理目標とする。 
 
８．総排水量の低減については今後も節水に努める。 


